
温泉法の対象か？ 許可・届出不要

いいえ

はい

自噴井又は動力を用いて、深さ２０ｍを超
え、かつ、吐出口の口径が２５．４ｍｍ
（1インチ）を超えているか？。

届出いいえ

はい

設置する場所はどこですか？

加津佐町 口之津町 それ以外

水道水源井から半径800ｍ
以内か？

【禁 止 地 域】
※禁止区域図を参照※

【規制地域】
※許可が必要※

はい

いいえ

いいえ

はい

南島原市地下水保全条例（新規・変更の場合）

水道水源井から半径500ｍ
以内か？

スタート
【変更とは？】
地下水の用途、採取量、井戸の深さ及びケーシングの口径、揚

水機の種類及び能力並びに吐出口の口径を変更すること。


